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ビル、アパート、学校、病院などの多くは、
水道水を受水槽にいったん受けて、使用者に
配水しています。
これらのうち、有効水量10㎥を超える受

水槽を設置されている方（設置者）は、法令に
より毎年１回、国の登録を受けた検査機関の
検査を受け、定期的な点検や清掃が義務付け
られています。

有効水量10㎥以下の受水槽を設置されて
いる方は、法令による義務付けはありません
が、いつでも安全で安心な水を利用できるよ
う、年１回以上の清掃と水の色、味、臭いな
どの点検をお願いします。
また、マンホールのふたのカギや防虫網に
も異常がないか確認をお願いします。
問合せ　水道課給水装置班☎（24）8983

貯水槽（受水槽や高置水槽）を設置されている方へ貯水槽（受水槽や高置水槽）を設置されている方へ

項 目 名 水 質
基 準 値 犬 吠 埼

（本 城 系 ）
浄 水
（本城浄水場内）

猿 田 町
（企業団系）

高 田 川
（白石取水場）

原 水水 道 水
黒 部 川
（新宿取水場）

№ 単位

銚 　 子 　 の 　 水 　 道（７）


